
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
六
年
五
月
七
日
提
出

質

問

第

九

二

号

日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
の
損
害
賠
償
金
の
分
担
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
の
損
害
賠
償
金
の
分
担
に
関
す
る
質
問
主
意
書

イ
ラ
ク
情
勢
に
連
動
し
て
在
沖
米
軍
基
地
も
慌
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
イ
ラ
ク
へ
派
兵
さ
れ
た
在
沖
米
海
兵
隊
が
フ
ァ
ル
ー

ジ
ャ
に
お
け
る
包
囲
作
戦
で
無
辜
の
イ
ラ
ク
民
衆
を
殺
害
し
て
い
る
、
と
の
報
道
に
胸
が
痛
い
。

在
沖
米
軍
基
地
が
戦
闘
態
勢
に
な
る
と
、
嘉
手
納
飛
行
場
や
普
天
間
飛
行
場
か
ら
爆
露
さ
れ
る
爆
音
は
よ
り
す
さ
ま
じ
く
、

両
飛
行
場
周
辺
住
民
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
両
基
地
は
、
戦
闘
態
勢
に
な
ら
ず
と
も
、
平
素
か
ら
〝
殺
人

的
な
爆
音
〞
で
基
地
周
辺
住
民
を
苦
し
め
て
い
る
。
現
在
、
「
第
二
次
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
」
、
「
普
天
間
基
地
爆
音
訴
訟
」
が

提
起
さ
れ
、
審
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
普
天
間
飛
行
場
に
関
し
て
は
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
（
沖
縄
に
関
す
る
特
別
行
動
委
員
会
）
の
最

終
合
意
に
よ
る
返
還
期
日
が
徒
過
す
る
も
、
未
だ
返
還
が
実
現
せ
ず
、
最
近
は
住
民
地
域
上
空
で
の
飛
行
、
爆
音
被
害
の
激
化

な
ど
市
民
生
活
を
圧
迫
し
て
い
る
。

私
は
、
「
第
一
次
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
」
に
原
告
代
理
人
と
し
て
加
わ
り
、
現
在
係
属
中
の
「
第
二
次
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
」
に

家
族
ぐ
る
み
で
原
告
に
加
わ
っ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
「
第
一
次
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
」
で
被
告
国
が
原
告
ら
に
支
払
っ
た
損
害

賠
償
金
が
日
米
地
位
協
定
上
ど
の
よ
う
に
処
理
を
さ
れ
た
の
か
、
国
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
よ
う
求
め
た
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一



一

嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
事
件
（
那
覇
地
方
裁
判
所
沖
縄
支
部

昭
和
五
七
年
（
ワ
）
第
四
九
号
、
昭
和
五
八
年

（
ワ
）
第
三
二
号
、
昭
和
六
一
年
（
ワ
）
第
二
二
一
号
、
原
告

仲
村
清
勇
ほ
か
九
〇
七
名
、
被
告

国
、
以
下
、
「
嘉
手

納
爆
音
訴
訟
第
一
審
判
決
」
と
い
う
。
）
の
判
決
言
渡
年
月
日
、
判
決
文
で
被
告
国
が
原
告
ら
に
支
払
う
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た

損
害
賠
償
金
の
総
額
を
明
ら
か
に
し
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
（
福
岡
高
等
裁
判
所
那
覇
支
部

平
成
六
年
（
ネ
）
第
一
六
号
、
同
第
一
七

号
、
平
成
七
年
（
ネ
）
第
二
六
号
、
以
下
「
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
控
訴
審
判
決
」
と
い
う
。
）
の
判
決
言
渡
年
月
日
、
判
決
主

文
で
控
訴
人
国
が
被
控
訴
人
（
原
告
）
ら
に
支
払
い
を
命
ぜ
ら
れ
た
損
害
賠
償
金
の
総
額
を
明
ら
か
に
し
、
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

嘉
手
納
爆
音
訴
訟
第
一
審
判
決
並
び
に
同
控
訴
審
判
決
に
因
り
国
が
原
告
ら
に
支
払
っ
た
遅
延
損
害
金
、
訴
訟
費
用
等
の

総
額
と
支
払
い
年
月
日
を
明
ら
か
に
し
、
政
府
の
対
応
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

政
府
は
、
嘉
手
納
騒
音
訴
訟
第
一
審
判
決
並
び
に
同
控
訴
審
判
決
で
支
払
っ
た
損
害
賠
償
金
及
び
遅
延
損
害
金
等
の
う

ち
、
日
米
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
に
基
づ
い
て
い
く
ら
の
金
額
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
分
担
請
求
を
し
た
か
、
ま

た
、
分
担
請
求
に
応
じ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
か
ら
支
払
わ
れ
た
時
期
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
、
政
府
の
具
体
的
な
対

二



応
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

政
府
が
前
記
四
の
損
害
賠
償
金
及
び
遅
延
損
害
金
等
の
分
担
請
求
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
求
め
て
い
な
い
場
合
、
そ

の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
政
府
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
分
担
請
求
を
し
た
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
支
払
い
を
拒
絶
し
て
い
る
場

合
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
示
し
て
い
る
拒
絶
理
由
並
び
に
政
府
が
支
払
請
求
を
し
た
年
月
日
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

六

も
し
、
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
金
の
求
償
が
実
現
し
て
い
な
い
場
合
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
日
米
地
位

協
定
を
遵
守
し
て
お
ら
ず
、
納
税
者
で
あ
る
国
民
の
納
得
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

三


